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議案第６８号                                      主要改正点 

  ・地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い、条文中の文言を整理し

たこと。 

  大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

  大東市職員定数条例 

  大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

  大東市職員の分限に関する条例 

  大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

  大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 

  大東市職員の育児休業等に関する条例 

  大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

  大東市一般職の職員の給与に関する条例 

  大東市職員の退職手当に関する条例 

  大東市職員等旅費条例 

  大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 

新旧対照表 

 

新  旧 

   

 （大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例） 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければなら

ない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

 (1) ～ (11) （略） 

  

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければなら

ない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項

とする。 

 (1) ～ (11) （略） 
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第４条 ～ 第８条 （略） 

 

 

 （大東市職員定数条例） 

 

（定義） 

第１条 この条例で職員とは、次条各号に掲げる職員で、常時勤務する一般職の職員（臨時

の職に関する場合において臨時的に任用された職員を除く。）をいう。 

第２条 ～ 第５条 （略） 

 

 

 （大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例） 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（職員派遣に係る除外職員） 

第３条 （略） 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される常時勤務する

ことを要する職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又

は第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除く。） 

(2) （略） 

(3) 地方公務員法第２２条に規定する条件付採用になっている職員（規則で定める職員

を除く。） 

(4) ～ (5) （略）  

２ （略） 

第４条 ～ 第２１条 （略） 

 

 

第４条 ～ 第８条 （略） 

 

 

 

 

（定義） 

第１条 この条例で職員とは、次条各号に掲げる職員で、常時勤務する一般職の職員（臨時

的に任用された職員を除く。）をいう。 

第２条 ～ 第５条 （略） 

 

 

 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（職員派遣に係る除外職員） 

第３条 （略） 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の６第１項の規

定により採用された職員を除く。） 

(2) （略） 

(3) 地方公務員法第２２条第１項に規定する条件附採用になっている職員（規則で定め

る職員を除く。） 

(4) ～ (5) （略）  

２ （略） 

第４条 ～ 第２１条 （略） 
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 （大東市職員の分限に関する条例） 

 

第１条 ～ 第３条 （略） 

（休職の効果） 

第４条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の期間は、３年（３

年未満の任期の定めがある職員にあっては、当該任期）を超えない範囲内において休養

を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。 

２ 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認めら

れるときは速やかに復職を命じなければならない。 

３ （略） 

第５条 ～ 第７条 （略） 

 

 

 （大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例） 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６か月以下の期間、給料の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬の額（大東市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和  年条例第  号）第１１条

から第１３条までに規定する報酬の額を除く。））の１０分の１以下に相当する額を、給

与から減じるものとする。 

第４条 ～ 第５条 （略） 

 

 

 （大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例） 

 

 

 

第１条 ～ 第３条 （略） 

（休職の効果） 

第４条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の期間は、３年を越

えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。 

 

２ 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認めら

れるときはすみやかに復職を命じなければならない。 

３ （略） 

第５条 ～ 第７条 （略） 

 

 

 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６か月以下の期間、給料の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額の１０分の１以下に相当する額を、給与から減じるものとする。 

 

 

 

第４条 ～ 第５条 （略） 
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第１条 ～ 第１８条 （略） 

（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等） 

第１９条 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等につ

いては、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で

定める基準に従い、任命権者が定める。 

 

 

 （大東市職員の育児休業等に関する条例） 

 

第１条 ～ 第８条 （略） 

（育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給） 

第９条 大東市一般職の職員の給与に関する条例（平成８年条例第３号。以下「給与条例」

という。）第２７条第１項（大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和  年条例第  号。第２３条において「会計年度任用職員給与条例」という。）第 

１５条第１項において準用する場合を含む。）に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定め

るこれに相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。 

２ 給与条例第２８条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員（地

方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（次条において「会計年度

任用職員」という。）を除く。）のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期

間（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る勤勉

手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における給料月額の調整） 

第１０条 育児休業をした職員（会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合におい

て、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者に係る育児休業の期間

を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみ

なして、その職務に復帰した日及び同日後最初の昇給日（給与条例第５条第４項の規則

第１条 ～ 第１８条 （略） 

（非常勤職員の勤務時間及び休暇） 

第１９条 非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する事項については、第２条から前条まで

の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して規則で定める。 

 

 

 

 

 

第１条 ～ 第８条 （略） 

（育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給） 

第９条 大東市一般職の職員の給与に関する条例（平成８年条例第３号。以下「給与条例」

という。）第２７条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定めるこれに相当する

期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。 

 

 

２ 給与条例第２８条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定めるこれに相当する

期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における給料月額の調整） 

第１０条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要

があると認められるときは、その者に係る育児休業の期間を１００分の１００以下の換

算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した

日及び同日後最初の昇給日（給与条例第５条第４項の規則で定める日をいう。）又はその
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で定める日をいう。）又はそのいずれかの日において、昇給の場合に準じ、その者の給料

月額を調整することができる。 

第１１条 ～ 第２２条 （略） 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第２３条 職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員を除く。）が部分休

業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第３１条（会計年度任用職員給与条例

第７条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につ

き、同条例第３０条（会計年度任用職員給与条例第７条において準用する場合を含む。）

に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（時間額により報酬を定められ

ている者を除く。）が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員

給与条例第１８条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を減額して支給する。 

  (1) 月額により報酬を定められている者 会計年度任用職員給与条例第１７条第１号

に定める額 

  (2) 日額により報酬を定められている者 会計年度任用職員給与条例第１７条第２号

に定める額 

第２４条 ～ 第２５条 （略） 

 

 

 （大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例） 

 

大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２の規定に基づ

き、本市の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職の

いずれかの日において、昇給の場合に準じ、その者の給料月額を調整することができる。 

 

第１１条 ～ 第２２条 （略） 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第２３条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第３１条の規定

にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第３０条に規定する勤務１時間当

たりの給与額を減額して支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４条 ～ 第２５条 （略） 

 

 

 

 

大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２の規定に基づ

き、本市の非常勤の職員（以下「非常勤職員」という。）の報酬及び費用弁償に関し、必
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非常勤の職員（以下「特別職非常勤職員」という。）の報酬及び費用弁償に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（報酬） 

第２条 特別職非常勤職員の報酬の額は、次のとおりとする。 

(1) ～ (4) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大東市一般職の職員の給与に関する条例（平成８年条例第３号）の規定に基づき給与

を支給される一般職の職員が非常勤職員（前項第４号に掲げる非常勤職員を除く。）の職

を兼ねる場合においては、当該一般職の職員が兼ねる非常勤職員の職に対する報酬は、

支給しない。 

 

 

 

 

 

要な事項を定めることを目的とする。 

 

（報酬） 

第２条 非常勤職員の報酬の額は、次のとおりとする。 

(1) ～ (4) （略） 

(5) 嘱託員として任用される非常勤職員 別表第５の左欄に掲げる等級に応じ、同表の

右欄に掲げる額 

(6) 臨時職員として任用される非常勤職員 勤務１時間につき２，５００円、勤務１日

につき１７，０００円又は勤務１月につき３５０，０００円を超えない範囲内において

規則で定める額 

２ 前項各号に掲げる非常勤職員以外の者を非常勤職員として任用する場合の報酬の額

は、一般職の常勤の職員の給料との権衡その他規則で定める事情を考慮して、勤務１日

につき１７，０００円又は勤務１月につき３５０，０００円を超えない範囲内において

規則で定める額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項各号に掲げる非常勤職員以外の者で高度の専門的な

知識経験又は優れた識見を有するものを非常勤職員として任用する場合の報酬の額は、

勤務１日につき３４，０００円又は勤務１月につき７００，０００円を超えない範囲内

において規則で定める額とする。 

４ 大東市一般職の職員の給与に関する条例（平成８年条例第３号）の規定に基づき給与

を支給される一般職の職員が非常勤職員（第１項第４号に掲げる非常勤職員を除く。）の

職を兼ねる場合においては、当該一般職の職員が兼ねる非常勤職員の職に対する報酬は、

支給しない。 

（時間外勤務等に伴う割増報酬） 

第３条 前条第１項第３号、第５号若しくは第６号、第２項又は第３項の規定に基づき報

酬が支給される非常勤職員（正規の勤務時間が定められた非常勤職員に限る。以下「非常

勤嘱託員等」という。）が正規の勤務時間を超えて勤務した場合は、規則で定めるところ

により、時間外勤務等に伴う割増報酬を支給する。 
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（費用弁償） 

第３条 特別職非常勤職員が公務のため出張する場合の費用弁償の額は、大東市職員等旅

費条例（昭和５３年条例第６号）の定めるところによる。 

 

 

 

２ 前項に定めるもののほか、特別職非常勤職員に支給する費用弁償の額は、任命権者が

市長の承認を得て定める額とする。 

（報酬の支給方法） 

第４条 年額による報酬は、毎年度の末日までに支給し、月額による報酬は、毎月の末日ま

でに支給し、年額又は月額による報酬以外の報酬及び費用弁償は、その都度支給する。 

 

２ 新たに年額又は月額による報酬を支給される特別職非常勤職員となった者には、その

日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた特別職非常勤職員には、その日から新たに

定められた報酬を支給する。 

３ 特別職非常勤職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。 

４ 特別職非常勤職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 

 

 

 

 

２ 非常勤嘱託員等が正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤

務した場合は、規則で定めるところにより、夜間勤務に伴う割増報酬を支給する。 

３ 非常勤嘱託員等が報酬について特別の考慮を必要とする特殊な勤務に従事した場合に

おいて適当と認められるときは、その勤務の特殊性に応じて、大東市一般職の職員の給

与に関する条例の規定に基づき給与を支給される一般職の職員の例により、特殊勤務に

伴う割増報酬を支給することができる。 

（費用弁償） 

第４条 非常勤職員が公務のため出張する場合の費用弁償の額は、大東市職員等旅費条例

（昭和５３年条例第６号）の定めるところによる。ただし、非常勤嘱託員等が出張する場

合の費用弁償の額は、同条例に規定する一般職の職員の例による。 

２ 非常勤嘱託員等の通勤に係る費用弁償の額は、一般職の常勤の職員に支給する通勤手

当の額との権衡を考慮して、規則で定める額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、非常勤職員に支給する費用弁償の額は、任命権者が市長

の承認を得て定める額とする。 

（支給方法） 

第５条 年額による報酬は、毎年度の末日までに支給し、月額による報酬は、毎月の末日ま

でに支給し、年額又は月額による報酬以外の報酬及び費用弁償は、その都度支給する。た

だし、非常勤嘱託員等の報酬及び費用弁償は、毎月１回規則で定める日に支給する。 

 

 

 

 

 

（報酬の日割等） 

第６条 新たに年額又は月額による報酬を支給される非常勤職員となった者には、その日

から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた非常勤職員には、その日から新たに定められ

た報酬を支給する。 
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（遺族の範囲及び順位） 

第５条 死亡した特別職非常勤職員に対する報酬及び費用弁償は、大東市職員の退職手当

に関する条例（平成７年条例第３１号）第２条の２に規定する範囲及び順位により、その

遺族に支給する。 

第６条 （略） 

 

別表第１ ～ 別表第２ （略） 

 

別表第３（第２条関係） 

専門委員等の報酬の額 

区分 報酬の額 

  

  

  

産業医 月額 １２０，０００円 

 

別表第４ （略） 

 

 

 

 

 

 

２ 非常勤職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。 

３ 非常勤職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 

４ 非常勤嘱託員等に対し、第１項又は第２項の規定により報酬を支給する場合であって、

その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外の

ときは、その報酬の額は、規則で定めるところにより、日割りによって計算する。 

（遺族の範囲及び順位） 

第７条 死亡した非常勤職員に対する報酬及び費用弁償は、大東市職員の退職手当に関す

る条例（平成７年条例第３１号）第２条の２に規定する範囲及び順位により、その遺族に

支給する。 

第８条 （略） 

 

別表第１ ～ 別表第２ （略） 

 

別表第３（第２条関係） 

専門委員等の報酬の額 

区分 報酬の額 

  

  

  

消費生活相談員 月額 ２０８，０００円 

 

別表第４ （略） 

 

別表第５（第２条関係） 

嘱託員として任用される非常勤職員の報酬の額 

（単位 円） 

等級 報酬の額（１月当たり） 
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初 １９４，０００ 

１ １９７，６００ 

２ ２０２，７００ 

３ ２０７，９００ 

４ ２１３，３００ 

５ ２１８，２００ 

６ ２２３，４００ 

７ ２２６，６００ 

８ ２３１，３００ 

９ ２３５，５００ 

１０ ２３９，５００ 

１１ ２４４，２００ 

１２ ２４７，８００ 

１３ ２５１，５００ 

１４ ２５５，７００ 

１５ ２６０，９００ 

１６ ２６４，７００ 

１７ ２６９，４００ 

１８ ２７４，０００ 

１９ ２７８，１００ 

２０ ２８２，４００ 

２１ ２８７，４００ 

２２ ２８９，１００ 

２３ ２９０，７００ 

２４ ２９２，４００ 

２５ ２９４，１００ 
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（大東市一般職の職員の給与に関する条例） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第５項及び地方公営企

業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）附則第５項において準用す

る地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規定に基づき、法第３

２６ ２９５，６００ 

２７ ２９７，４００ 

２８ ２９９，０００ 

２９ ３００，８００ 

３０ ３０２，１００ 

３１ ３０３，６００ 

甲 １９７，６００ 

備考 

１ この表の報酬の額は、第２条第１項第５号に規定する嘱託員として任用される

非常勤職員の勤務時間が、一般職の常勤職員の１週間当たりの勤務時間の４分の

３の場合の額とし、勤務時間が異なる場合の報酬の額は、規則で定める額とする。 

２ ４月１日において年齢が満６０歳を超える者にあっては、甲の項右欄に掲げる

額を超えない範囲内において、規則で定める額を報酬の額とする。 

３ 新たにこの表の適用を受けることとなった者の等級の設定方法は、規則で定め

る。 

４ １年間良好な成績で勤務したときは、規則で定めるところにより、直近上位の

等級に昇級することができる。ただし、４月１日において年齢が満５５歳を超え

る者にあっては、昇級することができない。 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第５項及び地方公営企

業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）附則第５項において準用す

る地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規定に基づき、法第３
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条第２項に規定する一般職に属する職員（法第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員を除く。）の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

第２条 ～ 第３７条 （略） 

 

 

 （大東市職員の退職手当に関する条例） 

 

第１条 （略） 

（適用範囲） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、大東市一般職の職員の給与に関する条例（平

成８年条例第３号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職員（法第２８条の４第

１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第２項又は大東市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年条例第４号）第４条の規定により採

用された者を除く。）及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下これらを「職

員」という。）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支

給する。 

第２条の２ ～ 第２１条 （略） 

 

 

（大東市職員等旅費条例） 

 

第１条 （略） 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

(1) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第３

項の特別職の職員及び同条第２項の一般職の職員（法第２２条の２第１項第１号に掲

げる職員を除く。）をいう。 

条第２項に規定する一般職に属する職員（報酬を支給される非常勤職員を除く。）の給与

に関する事項を定めることを目的とする。 

第２条 ～ 第３７条 （略） 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（適用範囲） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、大東市一般職の職員の給与に関する条例（平

成８年条例第３号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職員（法第２８条の４第

１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第２項又は大東市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年条例第４号）第４条の規定により採

用された者を除く。以下「職員」という。）が退職した場合に、その者（死亡による退職

の場合には、その遺族）に支給する。 

 

第２条の２ ～ 第２１条 （略） 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

(1) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第３

項の特別職の職員及び同条第２項の一般職の職員をいう。 
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 (2) ～ (3) （略） 

第３条 ～ 第２２条 （略） 

 

 

 （大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例） 

 

第１条 （略） 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で一般職に属する地方公務員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。）の

給与の種類は、給料及び手当とする。 

２ （略） 

第３条 ～ 第１４条 （略） 

（退職手当） 

第１５条 （略） 

(1) 地方公務員法第２９条の規定により懲戒免職の処分を受けた者 

 

(2) ～ (3) （略） 

２ ～ ７ （略） 

第１５条の２ ～ 第１７条 （略） 

（会計年度任用企業職員の給与） 

第１８条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員として任用され

る企業職員（次項において「会計年度任用企業職員」という。）の給与の種類は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員として任用される企業職員  

  給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、通勤 

手当、宿日直手当及び期末手当 

(2) ～ (3) （略） 

第３条 ～ 第２２条 （略） 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で一般職に属する地方公務員（報酬を支給される非常勤職員を除く。以

下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

 

２ （略） 

第３条 ～ 第１４条 （略） 

（退職手当） 

第１５条  （略） 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条の規定により懲戒免職の処分

を受けた者 

(2) ～ (3) （略） 

２ ～ ７ （略） 

第１５条の２ ～ 第１７条 （略） 

（非常勤職員の報酬） 

第１８条 非常勤職員については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で報酬を

支給する。 
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 (2) 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員として任用される企業職員  

  給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、通勤 

手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当 

２ 会計年度任用企業職員の給与の基準については、大東市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和  年条例第  号）及び大東市職員の退職手当に関する

条例（平成７年条例第３１号）の規定を準用する。 

第１９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９条 （略） 
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